
 京都市交流促進・まちづくりプラザ条例施行規則を公布する。 

  令和元年１２月１０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市交流促進・まちづくりプラザ条例施行規則 

（使用許可の申請） 

第１条 京都市交流促進・まちづくりプラザ条例（以下「条例」という。）第５条の規定に

より使用の許可を受けようとするものは，条例第３条第１項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認

める書類を添えて，指定管理者に提出しなければならない。 

（受付期間） 

第２条 前条の規定による申請は，別表第１の左欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲

げる日から受け付けるものとする。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，

この限りでない。 

（使用の許可） 

第３条 指定管理者は，第１条の規定による申請があった場合において，当該申請に係る

使用を許可したときは，文書によりその旨を申請者に通知する。 

（使用料） 

第４条 条例別表第２に掲げる付属設備の使用料は，別表第２のとおりとする。 

（使用料の還付） 

第５条 条例第８条ただし書の規定により使用料を還付する場合は，次に掲げる場合とす

る。 

  管理上の都合により使用の許可を取り消した場合  

  災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 

  使用日の７日前までに使用を取りやめる旨の申出があり，市長が相当の理由がある

と認める場合  

（使用料の減免） 

第６条 条例第９条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは，減額又

は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて，市長

に提出しなければならない。 

６６



（特別の設備） 

第７条 条例第１０条第１項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするもの

は，当該設備に係る仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出し

なければならない。 

   附 則 

 この規則は，京都市交流促進・まちづくりプラザ条例の施行の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

区             分 受 付 を 開 始 す る 日 
子育ての支援を通じて，市民相互の間の交流の

促進及び地域の住環境の維持向上を目的とした

活動を行うための使用に係る申請 

使用日の属する月の１２箇月前の月

の初日 

その他の活動を行うための使用に係る申請 
使用日の属する月の６箇月前の月の

初日 

別表第２（第４条関係） 

区              分 単   位 使  用  料 

調 理 設 備 一 式 

円 

１，５００  

プ ロ ジ ェ ク タ ー 一 式 １，２５０ 

備考 この表に掲げる使用料の額は，１回当たりの額とする。 

（都市計画局まち再生・創造推進室） 


